
たつの市公告第117号

旧揖西西保育所売払事業公募型プロポーザルを執行するので、下記のとおり公告す

る。

なお、本件については、たつの市契約規則（平成17年規則第40号）及びたつの

市入札関係法令等に準じて行う。

令和5年9月1日

兵庫県
たつの市長山本

記

l 目的

旧揖西西保育所の土地・建物について、地域の活|生化につながる利活用を促進す

るとともに、未利用財産の経済的価値の発揮を目的に売り払うもので、公募型プロ

ポーザル方式により買受候補者を特定するもの。

2概要

（1）対象物件

所在地 地目 地稻士

たつの市揖西町小犬丸字遠鴎協

55番1

宅地 2, 00334nf

地

建 所在地 構造 建築年度 床面積

鉄骨造平屋建 昭和52年度 390㎡

(旧園舎）

たつの市揖西町小犬丸

字遠殿脇55番地1物

（2）最低売払価格金7， 020， 000円

（士地7， 020， 000円、建物0円）

3参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人

とする。



 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する入札

参加者の資格制限に該当しない者 

（２）法人税・消費税・地方消費税・都道府県税及び市町村民税を滞納していない者 

（３）公告日から契約締結日までに、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていな 

  い者 

（４）入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がない者 

（５）たつの市入札参加資格制限基準（平成１７年告示第９３号）に規定する入札参 

  加者の資格制限に該当しない者  

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び 

  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ 

  れていない者。ただし、これらの申立てがなされた場合であって、公告日の前日 

までに裁判所から更生若しくは再生計画の認可決定を受けた者はこの限りではな 

い。 

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず  

  るものとして、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者 

でないこと。 

（８）本市が実施する施設見学会に参加した者 

 

４ スケジュール 

実施内容  実施期間  

実施要領の配布 令和５年９月１日（金）～９月１５日（金） 

施設見学会 令和５年９月１９日（火）～９月２０日（水） 

質問書受付期間  令和５年９月２１日（木）～９月２２日（金） 

質問書回答  令和５年９月２７日（水）  

参加表明書の提出期間  令和５年９月２８日（木）～１０月６日（金） 

１次審査の結果通知  令和５年１０月２４日（火） 

企画提案書等の提出期間  令和５年１０月２５日（水）～１１月９日（木）  

２次審査 令和５年１１月２４日（金）（予定） 

結果通知 令和５年１２月８日（金）（予定) 

候補者との契約交渉 令和５年１２月～令和６年５月（予定） 



 

 

５ 本プロポーザルに係る関係書類の公表 

（１）公表書類 

ア プロポーザルに係る手続き開始の公告 

イ プロポーザル実施要領 

ウ プロポーザル提出様式 

エ 物件調書 

オ 物件位置図 

カ 機器、備品一覧 

（２）公表方法 

  公表書類は、たつの市のホームページからダウンロードすること。 

  URL:https://www.city.tatsuno.lg.jp/ 

 

６ 参加表明書の提出（１次審査用） 

（１）提出期限 

  令和５年１０月６日(金） 

（２）提出先 

  １３に掲げる担当課 

（３）提出方法 

  持参又は郵送とする。 

 

７ １次審査方法 

 参加表明書等を基に参加資格の確認後、価格提案書の審査を行い、採点結果上 

位３者を特定する。 

  参加表明者に対し、審査結果通知書（１次審査）様式第８号により通知する。な 

お、審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

 

８ 企画提案書等の提出（２次審査用） 

（１）提出期限 

  令和５年１１月９日(木） 

（２）提出先 

  １３に掲げる担当課 



 

（３）提出方法 

  持参又は郵送とする。 

 

９ ２次審査方法 

（１）審査委員会 

旧揖西西保育所利活用事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」とい 

う。)を設置し、企画提案書等の審査及び評価を行い、買受候補者を特定する。 

（２）審査方法 

  ２次審査（提案審査）は、企画提案書等を使用して、プレゼンテーション及び 

質疑応答を実施し、評価項目により審査を行う。持ち時間はプレゼンテーション 

２０分程度、質疑応答１０分程度とする。日程は１１月２４日（金）を開催予定 

日とし、詳細については、別途通知する。 

 

１０ 買受候補者の特定 

（１）特定方法 

  １次審査と２次審査の総合計得点が最も高い者を買受候補者と特定する。ただ 

し、総合計得点が６割に満たない者は失格とする。 

（２）結果の通知 

  買受候補者として特定した者及び特定しなかった者に対し、審査結果通知書（２ 

 次審査）様式第１２号により通知する。なお、審査方法、審査内容及び審査結果に 

対する異議は認めない。 

（３）結果の公表 

  審査委員会における審査及び評価の結果については、契約締結後に公表するも 

 のとする。 

 

１１ 契約締結等に関する事項 

（１）売買契約の契約締結交渉等 

  買受候補者は、提案事業の実施について審査結果通知書（２次審査）の通知日か 

 ら６か月以内に土地の所在する自治会同意書様式第１３号の提出と都市計画法（昭 

和４３年法律第１００号）等の許可権者である兵庫県姫路土木事務所まちづくり 

建築第２課に都市計画法及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の適合の 

可否について確認後、本市へ書面で報告し、提案及び契約内容の合意後に売買契 



 

約を締結する。なお、協議が整わず不調となったときは、売買契約の締結を行わ

ない。 

（２）契約保証金 

売買契約締結と同時に契約保証金を納入すること。 

（３）売買代金の支払 

ア 売買契約締結日から３０日以内に売買代金と契約保証金との差額を支払うこ 

と。 

イ 指定した期日までに売買代金が支払われない場合は、契約保証金は本市に帰 

属する。 

（４）所有権移転登記 

売買代金の支払確認後、本市が所有権移転登記を行う。 

 

１２ その他 

（１）本プロポーザル参加に伴う費用は、全て参加表明者の負担とする。 

（２）詳細は、別紙「旧揖西西保育所売払事業公募型プロポーザル実施要領」によ

る。 

 

１３ 担当課 

たつの市企画財政部契約課  

   住 所 〒６７９－４１９２ 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 

   ＴＥＬ ０７９１－６４－３２１８  

    ＦＡＸ ０７９１－６３－３７８６  

E-mail keiyaku@city.tatsuno.lg.jp  

 

 

 

 




